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ＳＩＰ革新的設計生産技術・運営会議の設置について（案） 

 

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ５ 日 

革新的設計生産技術推進委員会議長 

プ ロ グ ラ ム デ ィ レ ク タ ー 

佐 々 木 直 哉 

  

１．趣旨 

ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）の一課題である革新的設計生産技術の推進にあた

り、課題の運営を円滑に進めることを目的に、ＳＩＰ革新的設計生産技術推進委員会（以下、「推進

委員会」という。）の下に運営会議を設置する。 

 

２．検討事項 

運営会議は、以下に掲げる事項について調整・検討を行う。 

①課題を実施する各研究開発テーマ（以下、「研究テーマ」という。）の内容、目標に関すること。 

②各研究テーマの体制に関すること。 

③各研究テーマの進捗管理、成果の管理・活用に関すること。 

④各研究テーマの実用化・事業化に向けた戦略に関すること。 

⑤その他、全体研究開発、各研究テーマの推進に際し必要な実務的な事項。 

 

３．構成員 

運営会議の構成員は、別紙のとおりとする。なお、推進委員会構成員は、事前の申し出により運営会

議に出席することができる。 

 

４．設置期間 

 平成２７年５月１５日から推進委員会が廃止を決定する日まで。 

 

５．事務局 

 事務局は、内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）ＳＩＰ革新的設計生産技術担当が

務める。 


